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令和２年１１月２６日 

瑞浪市廃棄物減量等推進審議会 

瑞浪市告示第１３２号 

 

瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５９年条例第３５号）第６条の規定に

より、市の処理する産業廃棄物の種類及び処理の区分を次のように定める。 

 

 

令和２年９月１０日 

 

瑞浪市長  水 野 光 二        

 

 

１．産業廃棄物の種類 

（１）木くず 

（２）ゴムくず 

（３）金属くず 

（４）ガラスくず 

（５）陶磁器くず 

（６）廃プラスチック類 

 

２．産業廃棄物の処理 

（１）埋立て処理 

     金属くず、ガラスくず、陶磁器くず 

（２）焼却処理 

      木くず、ゴムくず、廃プラスチック類 

 

３．施行の日 

   令和３年４月１日 


